
米中協議の概要（１０月３０日、米中首脳会談） 
2025.10.31 

CISTEC 事務局 

10 月 25 日､26 日､ﾏﾚｰｼｱで閣僚級の米中協議が行われ､10 月 30 日､釜山にて米中首脳会談が行われた。中国
政府の発表､米国政府の報道での発言によれば､両者の協議、会談の結果は概ね以下のとおりに整理される｡ 
 9 月 29 日､米国 BIS がｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄに掲載された企業等の子会社(50%以上の持分)も掲載企業とみなすﾙｰﾙを

発表したことを受けて､10 月 9 日、中国がﾚｱｱｰｽ関連の再輸出規制を 12 月 1 日に導入すること等を公告す
る等､米中両国の間で対立が生じていたが､下記の中国政府の発表によれば､双方のﾙｰﾙとも､導入を 1 年間延
期することとなったと発表されている｡また､米国 BIS からは公式の発表は未だなされていないが、ﾍﾞｯｾﾝﾄ
米財務長官も､10 月 30 日の Fox Business のｲﾝﾀﾋﾞｭｰ iにて､同様の趣旨の合意に言及し、来週にも合意文書
が署名されることを期待するとの発言をしている。なお､50%ﾙｰﾙについては､米国産業界からも､米国から
の輸出を抑制する効果があり､貿易赤字の縮小と輸出拡大のﾄﾗﾝﾌﾟ政権の方針に反すると停止を求める意見
が出されていた｡ii

 本年５月のｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意以降､停止期間の期限が到来する前に協議が行われ、再度９０日延長されてきた iii

が､今回は､追加関税､入港料引上げを含め､全て 1 年間の停止期間となり、来年 11 月の米国の中間選挙ま
で､今回設定された停止期間が存続することになる｡ただし、この停止期間の間に米中の対立が再度高まるﾘ
ｽｸは排除できず、今後の動向に引き続き注意していく必要がある iv。

商務部報道官が中米クアラルンプール経済貿易協議の共同合意に関する記者の質問に回答（HP 公表から一
部を抜粋）商務部新聞弁公室 2025 年 10 月 30 日、CISTEC 仮訳 

中米両国元首は、先ほど韓国釜山にて会談を行い、中米経済貿易関係等の議題について踏み込んだ議論を交
わし、経済貿易等分野での協力の強化に合意した。中国政府は、米国政府と共に、両国元首会談で得られた
重要な合意事項をしっかりと維持・実行していく意向である。クアラルンプールでの協議を通じて、中米経
済貿易チームにより以下のような成果と合意が得られた： 
一、米国政府は、中国商品（香港特別行政区及びマカオ特別行政区商品を含む）に課されている 10%のいわ

ゆる「フェンタニル関税」を撤廃し、中国商品に対する 24%の相互関税を 1 年間停止する。中国政府
は、これに応じて米国の上記関税に対する報復措置を調整する。双方は、一部の関税除外措置を延長す
ることで合意した。 

二、米国政府は、9 月 29 日に公布した「50%ルール」に基づく輸出規制の実施を 1 年間停止する。中国政
府は、10 月 9 日に公布した関連する輸出規制措置の実施を 1 年間停止し、且つ具体的な方策の精査・細
部を調整する。 

三、米国政府は、中国の海事、物流及び造船業に対する 301 条調査措置の実施を 1 年間停止する。米国政府
による関連措置の一時停止後、中国政府もそれに応じて、米国に対する報復措置の実施を 1 年間停止する。 

その他、双方はフェンタニルについての麻薬取締協力、農産物貿易の拡大、特定企業をめぐる個別案件
の処理等の問題についても合意に達した。双方はマドリード経済貿易協議の成果を再確認し、米国政府は投
資等の分野で前向きな約束を行い、中国政府は TikTok 関連問題の適切な解決に向けて米国政府と協力する
ことに合意した。 

クアラルンプール経済貿易協議は積極的な成果を収め、両国が平等、尊重、互恵の精神を堅持し、対話と
協力を通じて問題解決の道を見出せることを十分に証明した。経済貿易協議の成果は容易に得られたもので
はなく、中国政府は米国政府と共に、合意事項の着実な実行に努め、中米経済貿易協力及び世界経済により
多くの確実性と安定性をもたらすことを期待している。 

1



i Fox Business, US–China agreement finalized, signatures expected as soon as next week: Scott Bessent, October 
30, 2025, https://www.foxbusiness.com/video/6384286728112 
ii ﾛｲﾀｰ､米ﾛﾋﾞｰ団体､輸出規制拡大ﾙｰﾙの即時停止を要請 大統領に書簡､2025 年 10 月 21 日､
https://jp.reuters.com/markets/japan/46R7WJNY75L4DKHRWYVZ4EPWV4-2025-10-20/ 
iii米中協議のこれまでの経緯については､別添｢米中協議の概要(4 月~10 月下旬)｣を参照されたい｡ 
iv 例えば､USTR ｸﾞﾘｱ代表は､ﾄﾗﾝﾌﾟ政権が第 1 期に締結した米中貿易合意を中国が遵守しているかどうかの３０
１条調査は継続すると発言している｡ Fox Business, Trump strikes deal on soybeans with China’s Xi in South 
Korea, Jamieson Greer, October 30, 2025, https://www.foxbusiness.com/video/6384307638112. 
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別添 

米中協議の概要(2025 年 4 月~10 月下旬) 

2025年 4 月 2日(Liberation Day)の米国政府による関税引上げの発表を契機として､米中協議が 10月
末にかけて 5回行われた(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ､ﾛﾝﾄﾞﾝ､ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ､ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ､ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)｡両国政府の発表や報道をﾍﾞｰｽに
これまでの米中の動向や協議を整理すると以下のとおりである｡ 

1. Liberation Day 以降【4月 2日~5 月 11日】
4 月 2日以降の報復措置の応酬により 100%を超える関税を両国が相互に課す事態となったが､輸出管
理については､中国が 4月 4日にﾚｱｱｰｽ関連 7品目を輸出管理品目ﾘｽﾄに追加し､主に米国の軍事関連企業
を｢輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄ｣や｢信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ｣に掲載した 1｡一方､米国は､4月 9日にﾘｽﾄ規制に
は該当しない AI 半導体(NVIDIA･H20 等)を対中国向けに輸出する際は許可が必要である旨のｲﾝﾌｫｰﾑを
行った 2｡これらの禁止的な関税や輸出管理措置により､米中間の貿易が縮小､米国においては､国債金利
の上昇､ﾚｱｱｰｽを含有する磁石の供給不足､中国においては､対米向け輸出が減少､米国に依存する物資の
不足等の事態が生じたことを受けて､5 月 10 日､11 日にｼﾞｭﾈｰﾌﾞで米中協議が行われ､以下の合意が発表
された｡ 

(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意)
米国は､4月 2 日に発表した相互関税 34%を 90 日間(8月 12 日まで)は 10%とし､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ対策関税 20%
と併せて 30%とし､中国は､同期間において追加関税とした 34%を 90 日間(8 月 12 日まで)は 10%とし
た｡非関税措置については､中国は｢4 月 2 日以降に講じた報復的な非関税措置については一時停止又は解
除する｣とし､具体的な措置を明示していない｡ 

5 月 14 日までに米中とも関税については履行し､中国は非関税措置について以下の措置を講じた｡ 
 28 の米国企業を｢輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄ｣に掲載した措置を一時停止(90 日間)
 17 の米国事業体を｢信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ｣掲載にした措置を一時停止(90 日間)

中国は､7種のﾚｱｱｰｽ関連品目を引き続き輸出許可の対象としたが､これらの措置により､上記のﾘｽﾄに掲
載された企業も許可申請が可能となる｡しかし､中国は､2024 年 12 月､米国向け輸出についての許可方針
として､軍事ﾕｰｻﾞｰ又は軍事用途向けについては原則禁止と公表 3しており､各ﾘｽﾄに軍事関連企業が多く
掲載されていることを考慮すると､これらの企業が許可申請をしても認められない可能性が高く､これら
の一時停止措置の効果は限定的であると想定できる 4｡ 
以上のように合意文書からは必ずしも明らかではないが､米国には､この合意後ﾚｱｱｰｽ関連品目の輸出規
制が緩和され､供給が正常化するとの期待があったと見られる｡ 

2. ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ協議以降【5月 12 日~6 月 8日】
ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意以降､中国はﾚｱｱｰｽ関連品目の許可申請を徐々に処理していく動きを示したが､初めての輸
出管理制度の本格的な運用となったこともあり､審査部門のﾘｿｰｽや経験の不足 5､申請を受け付ける地方
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組織､関係省庁や税関の慣れない対応､特に､磁石については､税関での成分検査の実施や税関が許可対象
品目について商務部とは異なる見解を示す 6等規制導入時の混乱もあり､米国に限らず､他国においても､
磁石の供給が不足する事態が継続した 7｡ 
また､米国が､ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意直後の 5月 13日にNVIDIA の製品と競合するﾌｧｰｳｪｲの AI 半導体につい

て､米国 EAR 違反により開発､製造された可能性が高いことから､それを使用する等の行為は､一般禁止
事項 10(米国 EAR 違反が発生した､または発生しようとしていることを知り又は知りうるにもかかわら
ず取引を進めることの禁止)違反に当たる可能性が高いことを警告し 8､中国は､輸出管理の濫用としてこ
れを厳しく批判した｡上記に述べた導入時の混乱に加え､この措置が､ﾚｱｱｰｽを含有する磁石の許可申請処
理をさらに遅延させたとの見方もある｡ 
これらの状況の下､ﾚｱｱｰｽを含有する磁石は米国のｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝに十分な量が供給されず､米国は､5 月下旬
以降､中国が米国に依存する下記の品目等をｲﾝﾌｫｰﾑにより要許可とする対抗措置を発動した｡ 
 半導体設計ｿﾌﾄ(3D991,3E991)(ｼﾉﾌﾟｼｽ 9､ｹｲﾀﾞﾝｽ 10､ｼﾞｰﾒﾝｽ 11がｲﾝﾌｫｰﾑ対象企業) 

3D991 等は比較的ﾛｰｴﾝﾄﾞの半導体を設計するためのｿﾌﾄ､技術であり､ﾊｲｴﾝﾄﾞ半導体を設計するため
のｿﾌﾄ(3D001､3D006,3D997)は 4 月 2 日以前から規制対象とされている｡中国に所在するｴﾝﾃｨﾃｨを
需要者とするもの､又は､国を問わず､全地域において､中国の軍事ﾕｰｻﾞｰを需要者とするものが許可
対象となっている｡ 

 ｴﾀﾝ(ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞがｲﾝﾌｫｰﾑ対象企業) 
当初､ｴﾀﾝ及びﾌﾞﾀﾝ(HS29011010)の中国向けの輸出が許可対象とｲﾝﾌｫｰﾑされた 12が､その後､ﾌﾞﾀﾝのｲ
ﾝﾌｫｰﾑは撤回された 13｡これを受けて企業は BIS にｴﾀﾝについて緊急許可を申請したが､6月 3 日に､許
可しない旨の通知があった 14｡ 

 原子力発電所向け関連機器 15 
 航空機ｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ 16 
これらの措置により､米中双方が対抗し､それぞれ相手が自国に依存する品目の輸出を要許可として制
限する事態となった｡ 

 
3. ﾛﾝﾄﾞﾝ協議以降【6 月 9日~7 月 27 日】 
その後､6月 9 日､10 日､ﾛﾝﾄﾞﾝにおいて､再度協議が行われることとなった｡合意文書の発表は行われて
いないが､米中各政府が､個別にその合意について発表した内容を整理すると以下のとおりである｡ 
(ﾛﾝﾄﾞﾝ協議結果) 
米国は､6月 11 日に､関税について､従来のﾊﾞｲﾃﾞﾝ前政権時の対中関税に､30%(相互関税 10%､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ対
策関税 20%)を加算し､米国の対中関税は 55%､中国の対米関税は 10%と一方的に発表した(中国政府は
関税水準については言及せず)｡ 
輸出管理については､6 月 27 日に米中各々が原則合意を発表｡米国は商務長官がｲﾝﾀﾋﾞｭｰにおいて大統
領が合意文書に署名したこと発表し､中国もﾚｱｱｰｽ関連品目の輸出を法令に従って認める方針であるこ
と､米国が講じた対抗措置が撤廃されると発表した 17｡この合意に基づき､半導体設計ｿﾌﾄ､ｴﾀﾝ等の輸出制
限措置は解除され 18､7 月 14 日には､AI 半導体(NVIDIA･H20等)についても継続して要許可とするが､
軍事用途等の懸念がない場合は輸出を認めるとする方針が表明されている 19｡ 
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4. ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ協議以降【7月 28 日~９月 13 日】 
ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意の 90 日間の関税停止期間が 8月 12日に期限を迎えることに対応し､7月 28 日､29 日､ｽﾄ

ｯｸﾎﾙﾑで 3 回目の米中協議が行われ､その協議を踏まえ､8月 11 日(米東部時間)にｽﾄｯｸﾎﾙﾑ米中経済貿易会
談に関する共同声明を発表 20した(米国では同日､相互関税率を修正する大統領令 21も発出された｡)｡ 
共同声明では､双方はｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意の共同声明を想起し､2025年 8月 12 日までに以下の措置を講じる

ことで合意するとした｡ 
 
(ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ合意) 

･米国は､2025年 4 月 2日の大統領令第 14257号で定めた中国産品(香港特別行政区および澳門特別行政
区の商品を含む)に対する従価関税の追加徴収の実施を継続して修正｡2025 年 8月 12 日より 24%の関
税実施を再び 90 日間一時停止し､同時に当該行政命令に基づきこれら産品に対して残りの 10%の従価
関税は維持する｡ 

･中国は､(1)税委会公告 2025 年第 4 号で定めた米国産品に対する追加の従価関税の実施を修正し､2025
年 8月 12 日より 24%の関税実施を再び 90 日間一時停止し､同時にこれら産品に対して残りの 10%の
関税は維持し､(2)ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意に基づき､必要な措置を講じ､又は維持し､米国に対する非関税報復措置
を一時停止又は取り消す｡ 

 
米国は､2025年 11月 10日までの 90 日間､相互関税 34%のうち､24%の関税を一時停止し､残りの

10%を維持するもの(加えてﾌｪﾝﾀﾆﾙ対策関税 20%)である｡共同声明が発表された同日にはﾌｧｸﾄｼｰﾄ 22を公
表しており､2024 年の対中貿易赤字は 2954億ﾄﾞﾙで貿易相手国の中で最大となったが､年間ﾍﾞｰｽではこ
の赤字は既に大幅に減少しているとしている｡また､貿易紛争を解決し､経済関係を強化するための交渉
を継続して行うとして､｢(ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領は)我々は中国と非常に良好な関係を築いている｣としている｡ 
中国は､追加関税措置に関し､米国と同様に 90日間､24%の関税を一時停止し､残りの 10%を維持する

ことに加えて､(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意の共同声明と同様に)非関税報復措置の一時停止等を触れており､商務部は共
同声明の同日に､輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄ及び信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄについて､以下のとおり記者質問に
回答(CISTEC 仮訳)している｡基本的に､ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意の共同声明後の 5 月 14日の記者質問の回答と同様
である｡他方で､米国が重視しているﾚｱｱｰｽ品目の輸出規制の取扱いに関しては共同声明や記者質問にお
いても明示的には触れられていない｡ 
○商務部報道官が輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄについて記者の質問に回答(2025年 8月 12日)23 
 質問:私たちが注意を払っているのは､中米ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ経済貿易会談の共同声明で中国側が必要な措置を
講じるまたは維持し､米国に対する非関税報復措置を一時停止または取り消すと言及していることで
す｡お伺いします､輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄについて何か考慮していることはありますか? 
 回答:輸出管理に関わる法理法規の規定に基づいて､商務部は 2025 年 4月 4日と 9日にそれぞれ第 21
号､第 22 号公告を公布し､米国の 28 の実体を輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄに追加し､これら向けの両用品目
の輸出を禁止した｡中米経済貿易ﾊｲﾚﾍﾞﾙ会談の合意を実行に移すため､2025 年 8 月 12 日より､2025 年
4月 4日に輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄに追加した 16の米国実体について､引き続き上記関連措置を 90日間
一時停止する;2025 年 4 月 9 日に輸出管理規制ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄに追加した 12 の米国実体について､関連措置
の執行を停止する｡輸出者が上記実体に向けて両用品目を輸出する必要がある場合､《中華人民共和国
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両用品目輸出管理条例》の関連規定に基づいて商務部に申請書を提出しなければならない｡;商務部は
法律法規に従って審査を行い､規定に適合するものは許可を与える｡ 

○商務部報道官が信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄの調整措置について記者の質問に回答(2025 年 8月 12 日)24

質問:中米ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ経済貿易会談共同声明で中国側は必要な措置を講じるまたは維持し､米国に対する
非関税報復措置を一時停止または取り消すと言及しています｡お伺いします､信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ
について何か考慮していることはありますか? 
 回答:《中華人民共和国反外国制裁法》《信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ規定》および関連規定に基づき､信頼
できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ業務機構は 2025 年 4 月 4日と 9 日に､17の米国実体を信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄに
追加し､上記企業が中国に関わる輸出入活動､および中国国内で新たな投資を行うことを禁止した｡中
米経済貿易ﾊｲﾚﾍﾞﾙ会談の共通認識を実施に移すため､2025年 8月 12 日より､引き続き 4月 4日の公告
(不可靠実体清単工作機制〔2025〕7 号)に関連措置を 90 日間停止し､4月 9日の公告(不可靠実体清単
工作機制〔2025〕8 号)の関連措置を停止する｡《信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ規定》の関連規定に基づき､
国内企業は上記実体との取引を申請することができ､信頼できないｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ業務機構は法に従って審
査を行い､条件を満たす申請を承認する｡ 

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ協議までの動向を整理すると､4月 2日以降､米国は対抗措置を全てｲﾝﾌｫｰﾑで発動しており､品目
ﾘｽﾄや規則自体は変更していない｡また､米国がｲﾝﾌｫｰﾑで要許可とした半導体関連の貨物(NVIDIA･H20
等)･設計ｿﾌﾄ(3D991)は比較的ﾛｰｴﾝﾄﾞのもので､ﾊﾞｲﾃﾞﾝ政権下では中国に輸出が認められていたものであ
る｡7 月末時点でこれらのｲﾝﾌｫｰﾑによる措置の多くは既に解除され､輸出規制は 4 月 2 日以前の状態に戻
っている｡
中国については､米中合意､緊張緩和を受けて､また､規制導入期の混乱が収束するにつれて､ﾚｱｱｰｽ関連
品目の輸出許可ﾌﾟﾛｾｽは改善してきているが 25､その戦略的重要性に鑑み､中国は品目ﾘｽﾄや規制自体を維
持してきている｡ 
基本的には､米中とも戦略的に重要な分野の輸出管理は継続し､米国は､高性能な AI 半導体､半導体製造
装置等の対中向け輸出規制を維持し､中国もﾚｱｱｰｽ関連品目の輸出規制は維持してきている｡米国が､中国
企業であるﾌｧｰｳｪｲ等の市場ｼｪｱ拡大を警戒し､AI や半導体の分野で､米国企業の競争上の優位を確保しよ
うとする姿勢に変化は見られない｡ 

(ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ H20の中国向け輸出について)
7 月 14 日の BISの方針転換の発表以降、NVIDIA･H20 については要許可のままであるが､懸念がな

い場合は輸出が認められることになった｡米国政府は､NVIDIA･H20 に係る方針転換について､ﾚｱｱｰｽを
含有する磁石等を中国が供給したことに応じて､性能が劣るﾛｰｴﾝﾄﾞの半導体の輸出を許可する方針とし
たと説明している｡ただし､米国大統領府の高官の一部には､むしろ､広大な中国市場においても H20等米
国製品のｼｪｱを拡大することにより､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな市場において､ﾌｧｰｳｪｲ等中国企業に対しより競争上優位に
立つことができるとして､むしろ H20 の許可方針転換を積極的に支持する発言もある 26｡ 
その後､8月上旬にその売上げの 15%を政府に上納することが､NVIDIA･H20 の中国向け輸出許可の条
件であるとの報道がなされた 27｡これについて､ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱは､四半期報告において､公式には BISから規則
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が公表されておらず､そのような要求は訴訟につながる可能性を示唆しており､両者の見解は一致してい
ない 28｡ 一方､中国側では､7 月末に､中国ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ情報弁公室が H20 に深刻なｾｷｭﾘﾃｨ上の問題があると公
表 29､その後も中国企業にその使用を控えるよう指示する等の動きがあり､これに対応して､8 月下旬以降
ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱが H20 について生産停止をしているとの報道もある 30｡ 
(VEU 取消)31 
米国は､引き続き既存規制は維持しながらも､対中国向けの輸出管理についてその運用を強化し、EAR

違反措置の摘発に加え､8 月末には､中国において操業しているｻﾑｿﾝ､SK ﾊｲﾆｯｸｽ､及び TSMC の製造事業
体について認証ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ(VEU)のｽﾃｲﾀｽの取消を発表した｡これらのｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ向けの半導体製造装置等
については包括的に輸出が許可されてきたが､これにより個別の輸出許可が必要となる｡既存事業継続の
ための輸出は個別許可で認めるようではあるが､個別許可は時間を要するうえ､事業拡大やｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞす
るための装置等の輸出は制限される可能性がある｡在中国の韓国企業､台湾企業関連 VEU による供給と
いうﾙｰﾌﾟﾎｰﾙを閉じ､米国から DRAM 等を輸出する米企業を競争上不利にしないための措置であると想
定される 32｡ 
(米国はｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ追加､中国は対外貿易法に基づく調査) 
ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ協議の直前に､BIS は中国企業 23企業をｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄに追加した 33｡一方､中国は対外貿易法 34第

7 条､第 36 条に基づく調査を発動し､米国の 301 条対中追加関税､2022 年 10月以降の半導体関連輸出規
制､CHIPS and Science Act に基づく中国関連の投資制限､2025 年 5月 Huawei Ascendを含む中国製 AI
半導体の使用に係る警告等について反差別性調査を開始し､実況に応じて相応の措置を講じるとしてい
る(調査期限は通常 3か月)｡ 

 
5. ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ協議以降【 9 月 14 日~10 月 24日】 
 (TIKTOK についての基本的な枠組み合意) 

TikTok 米国事業の売却期限(9月 17 日)を控え、ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞにて閣僚協議が行われ、中国側から、双方の
合意として、以下のような発表がされている。TikTok のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑは､対外貿易法に基づく細則､技術輸出
入管理条例により輸出管理の対象となっているため､中国政府は法に従って､当該技術輸出について審査
認可を行う必要がある｡ 

 
新華社通信､9月 15 日中米経済貿易会談中国側記者会見､2025年 9月 16 日発信 35※CISTEC仮訳 
中国国家ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ情報弁公室副主任の王京涛はﾒﾃﾞｨｱからの質問に回答する中で､中米双方は企業の
意向と市場ﾙｰﾙを十分尊重することを基礎として､TikTok 米国ﾕｰｻﾞｰのﾃﾞｰﾀとｺﾝﾃﾝﾂのｾｷｭﾘﾃｨ業務の運
営の委託､ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ等の知的財産権使用権許可等の方式を通じて TikTok の問題を解決することにつ
いて､基本的な合意に達したと指摘した｡中国政府は法に従って TikTok がかかわる技術輸出､知的財
産権使用権許可等の件について審査認可を行う｡ 

 
技術輸出入管理条例 ｢輸出禁止･輸出制限ﾘｽﾄ｣36のうち輸出制限ﾘｽﾄ 
96 ｿﾌﾄｳｪｱと情報技術ｻｰﾋﾞｽ業 086501X 情報処理技術 
16.中国語および少数民族言語専用の人工知能対話型ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ技術 
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18.ﾃﾞｰﾀ分析に基づくﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞ化した情報のﾌﾟｯｼｭ通知ｻｰﾋﾞｽ技術 
(大量ﾃﾞｰﾀの継続的学習･最適化に基づくﾕｰｻﾞｰにﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞ化した嗜好の学習技術､ﾕｰｻﾞｰにﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞ
化した嗜好のﾘｱﾙﾀｲﾑ感知技術､情報ｺﾝﾃﾝﾂの特徴のﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ技術､ﾕｰｻﾞｰの嗜好と情報ｺﾝﾃﾝﾂのﾏｯﾁﾝｸﾞ分析
技術､推薦ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑのｻﾎﾟｰﾄに用いる大規模分散型ﾘｱﾙﾀｲﾑｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ技術等) 
米国における報道 37によれば､TikTok の米国事業はｵﾗｸﾙ等を含む投資家ｺﾝｿｰｼｱﾑにより買収され､3 社

が新会社に出資し､ﾊﾞｲﾄﾀﾞﾝｽによる持ち株比率は 20%未満に引き下げられるとされている｡ﾊﾞｲﾄﾀﾞﾝｽ本体
から分離され､米国企業を主たるﾒﾝﾊﾞｰとするｺﾝｿｰｼｱﾑが米国事業を運営することになるが 38､最適動画を
推薦するｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの技術は､ﾊﾞｲﾄﾀﾞﾝｽが継続して所有し､上述のように中国政府の認可を受けて米国事業
体にﾗｲｾﾝｽ供与することで合意が成立したと考えられる 39｡ﾗｲｾﾝｽ供与の具体的条件等について詳細は明
らかになっていない｡ 
米国においては､第二期ﾄﾗﾝﾌﾟ政権発足後､輸出管理に加え､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ経済や重要ｲﾝﾌﾗにおいて敵対国への
依存を解消する取組みも推進されてきており､今回の協議で､その基本的枠組みが合意された TikTok 米
国事業の分離も､この取組の一例として捉えることもできる 40｡この取組みについては､第一期ﾄﾗﾝﾌﾟ政権
において発令された大統領令 41に基づき､2024年末､米商務省が情報通信技術･ｻｰﾋﾞｽｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ確保規則
(ICTS)を発表し､敵対国に対し安全なｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝを確保するための制度的な枠組みが確立され 42､その関
連の政策として､ｺﾈｸﾃｯﾄﾞｶｰ規制の導入による敵対国関連製品の排除 43､海底ｹｰﾌﾞﾙ供給網から敵対国関連
企業を排除する提案 44等が推進されてきている｡これらの措置は､ﾄﾗﾝﾌﾟ政権の主要な政策である国内製
造業における投資拡大､生産回復とも親和性が高く､今後も持続的に推進されていくと想定され､米国市
場における投資や事業運営にあたって留意しておく必要がある｡ 
今回のﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ会合には商務長官は参加しておらず､結果として米国の半導体等輸出管理については変
更をもたらすような合意はなかったが､中国側もﾚｱｱｰｽの輸出管理について何ら言及せず､現行の規制は
継続されている｡ただし､米国においては､VEU の取消､ｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄの追加等､対中向け輸出管理の運用強化
の取り組みが継続して行われてきている｡中国側は､米側の措置を差別的なものとし､対抗措置のための
調査等を開始するも､追加的な対抗措置を未だ講じる段階には至っていない｡ 
初期の米中協議は､主に関税や輸出管理に焦点をあてたものであったが､徐々に､米側が､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ関連の

20%等の関税については維持しながらも､中国の内需拡大､市場開放に言及し､米国製品の輸出､中国側に
よる大豆 45やﾎﾞｰｲﾝｸﾞ機の購入 46に関心を高めている｡一方､中国側は､H20の使用抑制等の動きをみても､
自律的な技術開発による経済発展､ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの強靭化を目指す方針もあり､米国製品や技術への依存をﾘ
ｽｸとみなす傾向を示している｡ 
(Entity List に 50%ﾙｰﾙ 47) 

9 月 29 日､米国 BISは Entity List や軍事ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄに 50%ﾙｰﾙを導入した｡ﾘｽﾄ掲載者をｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰと
して輸出する場合､米国 EAR の対象となる貨物や技術であれば BISの許可を申請する必要がある(原則
不許可処分)｡子会社を設立し､同会社への輸出と偽装することにより当該義務を回避できることから､こ
れまでも米国議会からﾙｰﾌﾟﾎｰﾙとして批判されてきた｡この 50%ﾙｰﾙにより､直接又は間接に 50%以上の
株式を所有している子会社については､非ﾘｽﾄ掲載者であっても､自動的にﾘｽﾄ掲載者とみなされ､許可が
必要となり､そのような回避策をとることは難しくなる｡また､10 月 8日は､中東地域への敵対勢力へ部品
等を供給しているとして､中国企業 16 企業､中国 3住所を新たに Entity List に追加している｡48 
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(蘭によるﾈｸｽﾍﾟﾘｱの接収､中国による輸出禁止通知) 
この 50%ﾙｰﾙの導入により､Entity List に掲載された企業が 50%以上出資する企業は､全てﾘｽﾄ掲載者と
なり､例えば､掲載企業であるWingtech(中国企業)が間接的に 50%以上出資するﾈｸｽﾍﾟﾘｱ(蘭半導体企業)
も掲載者とみなされる｡その結果､ﾈｸｽﾍﾟﾘｱとの間での米国 EAR 対象の貨物の取引や技術の供与も要許可
(原則不許可処分)となる 49｡ 

9 月 30 日､蘭政府は､深刻なｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの欠陥等を理由に､物品供給法(Wet beschikbaarheid goederen)を
発動した 50｡10 月 7 日､商工会議所がﾈｸｽﾍﾟﾘｱ取締役を停職処分に､Wingtech が所有する株を独立した管
理者の管理下に置き､蘭政府は､ﾈｸｽﾍﾟﾘｱに､許可なく部品の移転､幹部の解雇等を 1年間禁止する命令を
発出した｡これらの措置は､ﾈｸｽﾍﾟﾘｱが欧州の自動車産業等に半導体を供給するという重要な役割を担っ
ていることがその背景にあると考えられる 51｡ 
ﾈｸｽﾍﾟﾘｱは､中国において､半導体の後工程の拠点を有しているが､中国商務部は､10月 4日､ﾈｸｽﾍﾟﾘｱ及

びその下請け業者が中国で製造した特定の完成品やｻﾌﾞｱｾﾞﾝﾌﾞﾘを輸出することを禁止する通知を発出し
た｡また､後述するように､中国は､10月 9日には､ﾚｱｱｰｽの再輸出規制を､中国原産ﾚｱｱｰｽの再輸出規制につ
いては即日施行し､中国原産ﾚｱｱｰｽの組込品目､中国原産ﾚｱｱｰｽ技術から製造された品目については 12月 1
日から導入することを公表したが､ﾈｸｽﾍﾟﾘｱが欧州で製造する半導体関連品目等には中国原産のﾚｱｱｰｽが
0.1%以上含有されている可能性があり､蘭から半導体関連品目を輸出する場合は､再輸出に該当し､中国
政府の許可が必要となることも想定される｡この事例が示すように､今回の米国 BISによる 50%ﾙｰﾙの導
入により､中国企業が 50%以上出資する企業については､出資元の中国企業が Entity List に掲載されると
自動的に出資先の企業も Entity List に掲載されたとみなされ､米国 EAR の対象品目の取引が要許可､原
則不許可処分ということになることに注意する必要がある(米国外での域外適用もあり)｡報道によれば､
中国の輸出禁止という対抗措置も講じられたこともあり､現実に､ﾈｸｽﾍﾟﾘｱから半導体の供給を受けてい
る自動車ﾒｰｶｰ等に影響が出ているようである｡ 

 
(ﾚｱｱｰｽ 7 種再輸出規制､5種追加輸出規制､ﾚｱｱｰｽ関連材料･製造設備等輸出規制､ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池関連品目及
び関連設備･技術輸出規制 52) 
中国は､上述したように､既に 4 月から輸出規制の対象となっている 7 種のﾚｱｱｰｽについて再輸出規制を
導入することを公表し､10 月 9日､即日施行で､ﾚｱｱｰｽの採掘､製錬･分離､磁性製造等の関連技術の輸出を
制限する措置(中国内でのみなし輸出も規制､規制対象外の技術であってもﾚｱｱｰｽ関連用途に用いられる
ことを知っていれば要許可とするｷｬｯﾁｵｰﾙ規制も導入)を講じている｡ 
加えて､同日の公告で､新たに 5 種のﾚｱｱｰｽ(合金やﾀｰｹﾞｯﾄ材を含む)を規制対象に追加(現段階で再輸出規
制は適用せず)､加えてﾚｱｱｰｽ全体 17 種のうち 12 種を規制対象とし､ﾚｱｱｰｽ原材料やﾚｱｱｰｽの製造設備も規
制対象としている｡さらには､同日の公告で､高性能のﾘﾁｳﾑ電池､正極材料(ﾘﾝ酸鉄ﾘﾁｳﾑ系及び三元系の双
方)の製造設備及び負極材料(黒鉛関連品目)の生産技術等を規制対象に追加している(2025 年 10 月 9 
日公布､11月 8日施行)｡ 

9



また､10 月 9 日､中国は対外貿易法､国家安全法及び反外国制裁法等に基づき､米国の防衛関連企業 
Dedrone by Axon や､ｶﾅﾀﾞの調査会社 TechInsights Inc.･同日本子会社を含む 14社を､台湾との軍事技
術協力､中国に関する悪質な発言､外国政府による中国企業への抑圧支援などを理由として､信頼できな
い Entity List に掲載したことを発表した｡(2025 年 10 月 9 日公布･施行)53｡ 

 
(米中による船舶入港料の引き上げ) 
海事産業再興に向け､米国USTRが､4 月 17 日に通商法 301 条措置を発表し､6月 6 日に修正案を公表､
10 月 3 日､米国税関･国境警備局(CBP)が通知を発出､10月 10 日､USTRが一部修正､さらに追加の修正
案を公表し､11月 10 日までに意見公募を行っている 54｡ 
10 月 14日時点の内容に基づき､同日から既に入港料の徴収は開始されており､中国の運航者が運航す
る､又は中国事業体が所有する船舶の寄港等について､純ﾄﾝ数に基づき入港料が課金されている｡一定の
適用除外要件のもと､中国製の船舶を対象に純ﾄﾝ数又はｺﾝﾃﾅ単位の料金に基づき課金､米国外で建造され
た自動車運搬船を対象に課金等なされている｡ 
このような米国の措置をあらかじめ予期して､中国は 9月 29 日､海運条例を公布し､米国の措置に対抗
する措置を講じることができる制度の整え､10 月 10 日に､米国関連船舶に対して 10 月 14 日から特別料
金を課すと発表した｡米国の企業等が所有する又は運営する船舶､米国を旗国とする船舶､米国で建造さ
れた船舶等が対象となっている｡同時に､中国は､10 月 14 日､韓国の造船大手 Hanwha Oceanの米国関連

対外貿易法(輸出禁止･制限ﾘｽﾄ)と輸出管理法(両用品目輸出管理ﾘｽﾄ)  
中国の輸出制限については､対外貿易法に基づくものと輸出管理法に基づくものがある｡ 
前者の対外貿易法は､WTO 協定を踏まえ､第 15条(国家安全､国内供給の不足､天然資源の保護､国際収支均
衡､法律等に基づく制限､条約に基づく制限等)､第 16 条(核､兵器関連等)に定める範囲内で輸出入を禁止又は制
限できるとするものであるが､後者の輸出管理法は､国の安全と利益を守り､不拡散防止等国際義務を履行する
ため管理を行うものである｡輸出管理法については､民生用途については輸出を認め､軍事用途は認めないとい
う原則が表明されているが､対外貿易法では､輸出禁止項目もあり､また､輸出制限項目の運用方針は明らかでは
なく､また､重複する場合の両者の適用関係も明らかではない｡ 
品目別にみると､輸出管理法では､今回の措置を含めると 
 黒鉛(1C108)､ﾚｱｱｰｽ[1C902~1C913(12 種)､1E902(採掘･製錬等技術､磁性材料製造技術)､1C914(原材料

等)､2B902(生産加工設備)]､ｶﾞﾘｳﾑ(3C001)､ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ(3C002)､ｱﾝﾁﾓﾝ(3C003) 
 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池(3A001)､同電池製造設備(3B901)､同電池生産技術(3E901.a)､正極･負極材料(3C901､

3C902)､電池正極･負極材料生産設備(3B901)､電池負極材料生産技術(3E901.b) 
が対象となっている｡ 
一方､対外貿易法では､ 
 ｢輸出禁止項目｣:ﾚｱｱｰｽ磁石製造技術(083201 J) 
 ｢輸出制限項目｣:ﾚｱｱｰｽ採掘･精錬等技術(083201 X)､電池正極材料調整技術(252604 X) 
が既に指定されており､ﾚｱｱｰｽ関連では規制の重複が生じているが､電池関連では､輸出管理法では規制されて
いない正極材料関連の技術輸出を規制しており､棲み分けが図られている｡ 
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5 社に対して制裁措置を発動した 55｡同社は､2024年に米国のﾌｨﾘｰ造船所を買収し､その後 50 億ﾄﾞﾙ規模
の追加投資を表明するなど､米国の造船再建に協力している企業である｡なお､報道によれば､8月下旬の
協議において､中国は､米国が入港料引上げに踏み切った場合､対抗措置をとることを警告したとされて
いる 56｡ 

(米中の対立再燃) 
ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意では､一時的に､関税を相互に引き下げ､米国の関税引上げに対する中国の対抗措置を停止
することが合意されたが､その後の中国から米国へのﾚｱｱｰｽ関連品目の供給については双方の期待に相違
があったように思われる｡中国は､ﾚｱｱｰｽ関連品目の輸出管理は､安全保障の観点から行う国際的な慣行に
沿った措置であると説明をしている 57｡米側がｼﾞｭﾈｰﾌﾞ合意のﾌﾚｰﾑﾜｰｸを､相互関税､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ関連関税､米国
関税引上げに対抗する中国の措置としているのに対し､中国側から見れば､そのﾌﾚｰﾑﾜｰｸ以外の米国の措
置(Entity List 拡大(50%ﾙｰﾙ導入を含む)､船舶入港料等)の影響を受けているとの認識がある｡ 
 

1 CISTEC 解説,「米国による相互関税発表（4/2）後の中国による対抗的規制動向（改訂版）」
(2025.4.24), https://www.cistec.or.jp/service/keizai_anzenhosho/china/data/20250407.pdf 
2 NVIDIA, Current Report, SEC Commission File Number 0-23985, April 9,2025, 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581025000082/nvda-20250409.htm 
3 CISTEC 解説、「中国商務部による輸出管理条例等に基づく米国向けの両用品目に対する輸出管理の 
強化について（速報）」、2024 年 12 月 3日、
https://www.cistec.or.jp/service/keizai_anzenhosho/china/data/20241203.pdf 
4 ﾛｲﾀｰ｢米中貿易枠組み合意､軍事用ﾚｱｱｰｽ問題が未解決=関係筋｣､2025年 6月 15 日
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/7NSW3AJH5ROKTCR73KA3ADT63U-2025-06-15/ 
5 ﾛｲﾀｰ､｢ｱﾝｸﾞﾙ:世界の自動車供給網､命運はひと握りの中国官僚に｣､2025 年 6月 6日
https://jp.reuters.com/world/us-politics/NZN6XIWHJZLJFJJ2Y5YZX77P4U-2025-06-06/ 
6 ﾛｲﾀｰ､｢中国税関､一部ﾚｱｱｰｽ磁石の輸出停止 規制巡り混乱=関係筋｣､2025 年 5 月 27 日
https://jp.reuters.com/markets/commodities/KDG5OUFIJVI6HKATHWB43ZXVLA-2025-05-27/ 
7 ﾛｲﾀｰ､｢中国ﾚｱｱｰｽ磁石出荷､5月は前月から半減 輸出規制で｣､2025年 6月 20 日
https://jp.reuters.com/markets/commodities/A7OGZZQWDNKUJBPCRXX7X7IUVQ-2025-06-20/ 
8 CISTEC 解説、「米商務省 BIS がﾌｧｰｳｪｲ社等中国企業その他の懸念国企業が開発又は製造の 3A090 
該当 IC(先端ｺﾝﾋﾟｭ―ﾃｨﾝｸﾞ IC)の使用等が EAR 違反となるﾘｽｸを警告するｶﾞｲﾀﾞﾝｽを公表｣､2025 年 5 
月 15 日、https://www.cistec.or.jp/members/z1905sokuho/20250515.pdf. 
9 Synopsys, Issues Statement in Connection with BIS Letter, https://news.synopsys.com/2025-05-29-
Synopsys-Issues-Statement-in-Connection-with-BIS-Letter 
10 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC, SEC Commission File Number 000-15867, Current Report, 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/813672/000081367225000079/cdns-20250523.htm 
11 ﾛｲﾀｰ､ ｢米､半導体設計ｿﾌﾄの対中輸出を制限 化学品や工作機械も=関係筋｣､ 2025 年 5月 29日､ 
https://jp.reuters.com/world/us/SJFVK477TJOF5DNMBN2ZWWSPEM-2025-05-28/ 
12 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., SEC Commission File Number 1-14323, CURRENT 
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REPORT, https://ir.enterpriseproducts.com/static-files/d9a10bdc-09c2-4953-83ff-cb7e26d53c51 
13 Business Wire, BIS Issues Notice of Intent to Deny Applications for Licenses to Export Three Ethane 
Cargoes to China, June 4,2025, https://www.businesswire.com/news/home/20250604406036/en/BIS-
Issues-Notice-of-Intent-to-Deny-Applications-for-Licenses-to-Export-Three-Ethane-Cargoes-to-China 
14 Enterprise Products Partners L.P., Press Release, BIS Issues Notice of Intent to Deny Applications for 
Licenses to Export Three Ethane Cargoes to China, June 4, 2025, 
https://ir.enterpriseproducts.com/news-releases/news-release-details/bis-issues-notice-intent-deny-
applications-licenses-export-three 
15 ﾛｲﾀｰ､｢ 米､中国の原発向け関連機器の輸出許可を停止=関係筋｣､2025年 6月 7日､
https://jp.reuters.com/markets/commodities/OT3E4BG6RVJMLJUM5SGCV2P7ZM-2025-06-06/ 
16 ﾛｲﾀｰ､｢ 米政府､中国国有航空機ﾒｰｶｰへのｴﾝｼﾞﾝ輸出停止=NYT｣､2025年 5 月 29 日､
https://jp.reuters.com/markets/global-markets/LN2SZBLKZ5JHLL5C7P6J7NO62A-2025-05-29/ 
17 Truth Social, Donald Trump, June 11,2025, 
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114664632971715644,  
中国商務部､｢商务部新闻发言人就中美伦敦框架有关情况答记者问｣､2025年 6 月 27 日､
https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfyrth/art/2025/art_86bfd1f5c4a34e4c91bff252c50a0cbc.html, 
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ､｢米中､関税休戦への署名を確認｣､2025 年 6月 27 日､
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-06-26/SYHDKUDWX2PS00 
18 ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ､｢米が中国向け半導体設計ｿﾌﾄ輸出規制撤回-貿易枠組み合意の実行｣､2025年 7 月 3日､
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-07-03/SYSS0NT1UM0W00?srnd=cojp-v2 
19 NVIDIA to resume H20 sales to China, announces new, fully compliant GPU for China, July 14, 2025, 
https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-ceo-promotes-ai-in-dc-and-china. NVIDIAは H20 の中国への販売
再開を公表している。また､米大統領府科学技術政策局ﾏｲｹﾙ･ｸﾗﾁｵｽ局長も､以下の CSISのｲﾍﾞﾝﾄにおい
て、H20の対中国向けの輸出には許可が必要であるが､懸念がない場合は輸出が認められるという趣旨
の発言をしている｡https://www.csis.org/events/unpacking-white-house-ai-action-plan-ostp-director-
michael-kratsios。なお、H20 についての米国政府の方針転換との関係は明らかではないが、7 月 14日
付で、中国政府国家市場監督管理総局が「Synopsys 社による ANSYS 社の株式買収案の独占禁止審査を
制限性条件付きで承認する決定に関する市場監督管理総局の公告」（中国語：市场监管总局关于附加限
制性条件批准新思科技公司收购安似科技公司股权案反垄断审查决定的公告）を発表している。
https://www.samr.gov.cn/zt/qhfldzf/art/2025/art_5a07a899349b4855aa914010b3971b63.html 
20 ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ米中経済貿易会談に関する共同声明 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/08/joint-statement-on-u-s-china-economic-
and-trade-meeting-in-stockholm/（ﾎﾜｲﾄﾊｳｽｻｲﾄ 2025 年 8月 11 日） 
https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/rcxwfb/art/2025/art_0453aabb67694e04a9eef99753d0f161.html（中
華人民共和国商務部ｻｲﾄ 2025 年 8月 12日）※別紙（新華網 CISTEC 仮訳） 
21 中国との継続的な協議を踏まえ相互関税率をさらに改定 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/further-modifying-reciprocal-tariff-rates-to-
reflect-ongoing-discussions-with-the-peoples-republic-of-china/（ﾎﾜｲﾄﾊｳｽｻｲﾄ 2025年 8 月 11 日） 
22 ﾌｧｸﾄｼｰﾄ：ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領、対中関税引き上げの停止を継続 
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Fact Sheet: President Donald J. Trump Continues the Suspension of the Heightened Tariffs on China – 
The White House 
23 「商务部新闻发言人就出口管制管控名单答记者问」（中華人民共和国商務部ｻｲﾄ新聞発布・新聞発言人
談話 2025 年 8 月 12 日）
https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfyrth/art/2025/art_2d1e85ffaebf4ed9913f35f2afb5c436.html 
24 「商务部新闻发言人就调整不可靠实体清单措施答记者问」（中華人民共和国商務部ｻｲﾄ新聞発布・新聞
発言人談話 2025 年 8月 12 日）
https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfyrth/art/2025/art_da163bd3b6c74b468f43a58cf3d0b633.html 
25 ﾛｲﾀｰ､｢中国ﾚｱｱｰｽ磁石､6月対米輸出が急回復 前月比 7倍超に｣､2025 年 7月 21 日
https://jp.reuters.com/markets/commodities/6HYMS2TB3BMPVFXSBARUML5MVA-2025-07-21 
26 Bloomberg Talks: David Sacks, White House AI & crypto czar David Sacks speaks on the importance of 
the US investing in AI, data centers, and chips with Bloomberg's Ed Ludlow, July16,2025, 
https://www.bloomberg.com/news/audio/2025-07-15/bloomberg-talks-david-sacks-podcast 
27ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ､ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱと AMD､米政府に中国売上高の 15%支払いへ､2025年 8 月 11 日,  
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-10/T0SU6DGP493M00 
28 NVIDIA CORPORATION, QUARTERLY REPORT, p.36, August 27.2025, 
https://investor.nvidia.com/financial-info/sec-filings/sec-filings-etails/default.aspx?FilingId=18733386,  
29国家互联网信息办公室就H20 算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司､2025年 07月 31日､
https://www.cac.gov.cn/2025-07/31/c_1755675743897163.htm 
30ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ､ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ､H20 半導体関連の生産停止を要請, 2025年 8 月 22 日､
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-22/T1DCL8GOYMTS00 
31CISTEC､ｻﾑｿﾝ､SK ﾊｲﾆｯｸｽ､ｲﾝﾃﾙの中国の各半導体関連子会社の認証ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ(VEU)資格を取消(12/31 
施行)､https://www.cistec.or.jp/members/z1905sokuho/20241209.pdf｡ 
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